
－ １ － 

平成２２年１２月定例会条例案の概要 

 

番号 条 例 名 主 な 内 容 

８５ 武雄市職員の

給与に関する

条例等の一部

を改正する条

例 

❏ 国家公務員の給与改定（一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正）に伴う改正 

 

◆ 一般職の期末手当、勤勉手当、給料表の改定及び特定職員の給与に関する特例の導入 

＜第１条・第２条 武雄市職員の給与に関する条例の一部改正＞ 

  ○ 期末手当改定 

区 分 支給月 現    行 
改 定 案 

Ｈ２２．１２～ Ｈ２３．４～ 

一般職職員 

６月 １００分の１２５ １００分の１２５ １００分の１２２．５ 

１２月 １００分の１５０ １００分の１３５ １００分の１３７．５ 

 計 １００分の２７５ １００分の２６０ １００分の２６０ 

再任用職員 

６月 １００分の ６５ 
適用職員なし 

１００分の ６５ 

１２月 １００分の ８５ １００分の ８０ 

 計 １００分の１５０    ― １００分の１４５ 

 

○ 勤勉手当改定  

区 分 支給月 現    行 
改 定 案 

Ｈ２２．１２～ Ｈ２３．４～ 

一般職職員 

６月 １００分の ７０ １００分の ７０ １００分の ６７．５ 

１２月 １００分の ７０ １００分の ６５ １００分の ６７．５ 

 計 １００分の１４０ １００分の１３５ １００分の１３５ 

再任用職員 

６月 １００分の ３５ 
適用職員なし 

１００分の ３２．５ 

１２月 １００分の ３５ １００分の ３２．５ 

 計 １００分の ７０    ― １００分の ６５ 

 

○ 行政職給料表改定   

 

○  特定職員の給与に関する特例 

    当分の間、５５歳を超える６級以上の職員に係る給与（給料月額・期末手当・勤勉

手当）の一定率減額（△１．５％）改定 

 

◆ 特定任期付職員の給料表及び期末手当の改定 

＜第３条・第４条 武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例 

の一部改正＞ 

○ 給料表改定                  （円） 

号給 現行   改定案 

１ ３７６，０００ ３７５，０００ 

２ ４２５，０００ ４２４，０００ 

３ ４７８，０００ ４７７，０００ 

４ ５４４，０００ ５４３，０００ 

５ ６２１，０００ ６２０，０００ 

６ ７２６，０００ ７２４，０００ 

７ ８５０，０００ ８４８，０００ 

  ○ 期末手当改定 

支給月 現    行 
改  定  案 

Ｈ２２．１２～ Ｈ２３．４～ 

 ６月 １００分の１４５ １００分の１４５ １００分の１４０ 

１２月 １００分の１６５ １００分の１５０ １００分の１５５ 

 計 １００分の３１０ １００分の２９５ １００分の２９５ 

  

 



－ ２ － 

◆ 平成１８年給料切替えに伴う現給補償額の改定 

  ＜第５条 武雄市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正＞ 

平成２１年減額改定対象者（現給補償対象職員） 

→ 平成１８年切替前給料月額の９９．５９％を乗じた額まで補償 

       ＊ 特定職員にあっては、上記補償額に９８．５％を乗じた額を補償 

 

＜附則関係＞ 

・附則第２条 平成２２年減額改定対象職員（給料月額減額対象職員）に対する期末手

当特例措置 

平成２２年１２月期末手当から次の額を控除 

① ４月給与（給料、管理職手当、扶養手当、住居手当）に１００分の０．２８

を乗じた額に、４月から１１月までの月数を乗じた額 

      ② 平成２２年６月支給の期末勤勉手当の額に１００分の０．２８を乗じた額 

 

・附則第３条 平成２２年４月１日前に５５歳に達した職員に関する読替え 

     適用期日 平成２２年１２月１日から 

   

  ・附則第４条 武雄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正 

     特定職員特例措置の適用を受ける介護休暇職員に関する読替え 

 

・附則第５条 武雄市職員の育児休業等に関する条例の一部改正 

     特定職員特例措置の適用を受ける育児短時間勤務職員等に関する読替え 

 

 

《施行日 平成２２年１２月１日 

（平成２３年度以降適用分 平成２３年４月１日》 

 

８６ 武雄市議会議

員の議員報酬

及び費用弁償

等に関する条

例等の一部を

改正する条例 

❏ 国家公務員の給与改定（一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正）に伴う改正 

 

◆ 期末手当改定 

区 分 支給月 現  行 
改  定  案 

Ｈ２２．１２～ Ｈ２３．４～ 

市議会議員 

 

特別職 

 

教育長 

 

６月 １００分の１４５ １００分の１４５ １００分の１４０ 

１２月 １００分の１６５ １００分の１５０ １００分の１５５ 

 計 １００分の３１０ １００分の２９５ １００分の２９５ 

改正条例 

  第１条・第２条 武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

  第３条・第４条 武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例 

  第５条・第６条 武雄市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する

条例 

附則第２項～第４項 平成２２年１２月支給の期末手当の特例措置 

 

《 施行日 平成２２年１２月１日  

         （平成２３年度以降適用分 平成２３年４月１日 》 

 

 

 


